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第１章 本件事業認定処分の司法審査のあり方 

第１ 土地収用における事業認定処分の合理性要件とその司法審査方法 

 土地収用制度は公共の利益となる事業を行うにあたって必要とされる土地を強制

的に取得するものである（収用法３条）。 

 起業地の権利者に対して土地所有権等を一方的に奪うという極めて大きな財産権

侵害であるだけでなく、事業が過疎化を進行させ、地域の経済構造や社会構造の急

激かつ深刻な打撃を地域社会に与え、生業や生活環境の悪化など地域住民の深刻な

人権侵害をもたらし、さらには国土の荒廃や環境破壊、そして過大な財政負担を引

き起こすおそれがあるからである。 

 したがって、土地を公共の事業の用に供するため土地を必要とする場合において、

その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときに

限って収用することができるものとされている（収用法２条）。 

 そのため、土地収用の事業認定をするためには、事業が土地収用法３条に掲げら

れたものに関するものであり（収用法２０条１号）、起業者に事業を遂行する意思

と能力があり（同条２号）、かつ事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与す

るものであり（同条３号）、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるもの

である（同条４号）ことが要件とされている。 

 事業認定権者が上記事業認定要件の有無、特に、収用法２０条３号の「事業計画

が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものである」との要件該当性を判断をす

るに際しては、本来重視すべき諸要素、諸価値について考慮し尽くして行わなけれ

ばならない。本来最も重視すべき諸要素、諸価値を安易に軽視し、その結果当然尽

くすべき考慮を尽くさず、又は本来考慮に入れ若しくは過大に評価すべきでない事

項を過大に評価し、その結果、判断が左右された場合には、その事業認定は違法で

あると言うべきである（原判決ｐ１００）。 

 このように処分の判断過程を検討して処分の違法性を判断する違法性審査方法

は、日光太郎杉事件東京高裁昭和４８年７月１３日判決（判例タイムズ２９７号１

９４頁）により示された。先の永源寺第二ダム事件大阪高裁平成１７年１２月８日

判決でも、土地改良法の事業認可処分の判断過程において事業の必要性や技術的可

能性などを判断するために必要な測量、地形図の作成、地質調査などを行わないで

処分がなされているという、検討すべきことが検討されていないという判断過程の



 

 

杜撰さをとらえて、当該事業認可処分を違法とした。これも日光太郎杉事件判決の

示した処分の判断過程を検討して処分の違法性を判断する違法性審査方法を踏襲す

るものである。 

 本件についても同様に、被控訴人大臣がなした本件事業認定処分の過程で、事業

認定要件該当性を検討するために必要な検討を行ったかを吟味し、本件事業認定処

分の違法性を判断すべきである。 

第２ 本件事業認定において事業の必要性に関して最も重視すべき要素 

１ 水資源開発施設である徳山ダム 

 本件事業の徳山ダム建設事業は、収用法３条３４号の２に該当するものとして事

業適格性（収用法２０条１号）が認められている。これは徳山ダムが、水公団が起

業者となり、水公団法に基づいて建設される水資源開発施設であるからである（水

公団法１８条１項１号）。水公団は水資源開発基本計画に基づいて水資源開発施設

を建設することを業務とする特殊法人であり（水公団法１８条１項１号）、新規利

水目的を持たないダムを建設することはできない。水資源開発施設は、洪水防御、

流水の正常な機能の維持と増進を設置の目的に含むことができるが（水公団法５５

条２号、２０条４項の「特定施設」）、水資源開発である新規利水の目的を持たな

いものとすることはできない。徳山ダムなど水公団法に基づき設置される水資源開

発施設は、新規利水以外の目的を有する場合にも、新規利水以外の目的は新規利水

目的を前提にするものであって、新規利水目的が認められなければ、建設する根拠

が失われる。 

 したがって、本件事業認定の判断過程においては、徳山ダムに新規利水目的が認

められるか、すなわち開発される水を必要とする需要があるかがまずもって検討さ

れなければならない。そして、徳山ダムによって開発される水を必要とする需要が

認められるに至らなければ、新規利水以外の目的について検討するまでもなく、徳

山ダム建設の必要性は認められず、本件事業は事業計画が土地の適正かつ合理的な

利用に寄与するものであることの事業認定要件（同条３号）に該当しないものであ

り、なされた本件事業認定処分は違法となる。 

２ 水需要予測の方法 

 水需要予測において、本来最も重視すべき要素は水需要実績の動向（トレンド）

である。水需要予測の合理性は、水需要実績の動向（トレンド）に連続したもので



 

 

あって合理性が付与される。そして、水需要要因について、水需要実績の動向を説

明しうる科学的な要因分析をして、水需要要因の傾向を明らかにし、これを以て将

来予測をしなければならない。水需要予測が合理的であるといえるためには、個別

要因から合理的に予測結果が導かれるものでなければならないのである。 

 水需要予測の方法は過去の水需要実績を分析することによって得られるものであ

り、予測方法の精確性はそれによって求めた結果が実績と整合していて、それを説

明できることよって検証されるのであるから、水需要実績の動向を説明できる予測

方法をもって将来予測をすべきである。そのような予測方法を前提とすれば、水需

要の予測結果は実績動向と連続性を持った傾向を示すこととなる。 

 もし水需要実績と連続性がない予測を立てるのであれば、実績は一時的な特殊な

ものであって水需要予測の前提とすることができず、用いようとする予測方法の方

が構造的、恒常的なものであって科学的根拠をもった合理的なものであることを証

明しなければならない。 

３ 「長期的・先行的観点」について 

 1) 「長期的・先行的観点」が限りない需要増加を前提にしている誤り 

 原判決は「水資源開発施設の計画に当たっては、計画から完成に至るまで長期

間を要するという特徴があり、このような施設の整備は、一時的な経済の変動や

水需要の状況に左右されることなく、長期的、先行的な観点に立って立案される

ことが必要である。例えば、需要がひっ迫してから整備を行った場合には、水資

源施設が完成するまでの間は都市用水等の安定的な供給が阻害されるから、将来

の経済、社会の発展にも対応することができるよう、先行的に開発を進めること

が必要である。」（ｐ１０４）という。 

 二文からなる原判決の上記引用部分のうち、第一文の「長期的・先行的観点」

の使用は不正確である。第一文で述べている「計画から完成に至るまで長期間を

要するという特徴があり」、「一時的な経済の変動や水需要の状況に左右される

ことなく」立案されるときは、「長期的・先行的観点」ではなく、正しくは「長

期的観点」でなければならない。「需要がひっ迫してから整備を行った場合」の

先行的開発をいう第二文は、需要が増加し続けることを前提とするもので、専ら

「先行的観点」についてのものである。「長期的・先行的観点」として述べてい

るが、第一文と第二文とは、本来違う内容なのである。 



 

 

 水需要予測や水需給計画における「長期的観点」は、水需要の増減等の変動に

対しては中立的である。水需要の状況は一時的であれ長期的であれ、需要の増加、

横ばい、減少いずれにおいてもあり得ることである。また、水需要をもたらす構

造的な要因の現在状況と将来到達状況についても、需要の増加、減少いずれでも

あることである。「長期的観点」に立って水需要予測をしたり水需給計画を立て

るとは、水需要の一時的な増減の動きだけはなく、水需要の増減をもたらす構造

的要因の到達状況を考慮して、構造的な要因によって生じている長期間先の水需

要を的確に予測するということである。水需要予測に限らず、需要予測において

は、長期間先の需要を的確に予測することが必要であり、「長期的観点」自体が

予め需要増減の方向を決めて、需要の予測結果に影響を与えてはならないのであ

る。 

 「先行的観点」は、水需要が増加し続け、将来必ず水資源開発施設を必要とす

る水需要が発生することを前提としている。需要がひっ迫してから整備を行った

場合には都市用水等の安定的な供給が阻害されるから先行的に開発を進めるとい

う上記第二文はその具体的な表現である。「先行的観点」を加えて「長期的・先

行的観点」ということによって、「長期的観点」に需要の連続的増加という方向

を定めてしまっているのである。 

 しかし、水需要予測における観点は、上記のように水需要の増減等の変動に対

しては中立的でなければならず、予め需要増減の方向を決めて予測結果に影響を

与えてはならない。可能なのは需要増減に対して中立的な「長期的観点」だけで

ある。また、新規水需要が発生するかどうかが本件事業認定処分をするに当たっ

て検討すべき課題であり、事業計画が前提とする期間に対応する「長期的観点」

に立って検討されることはあり得ても、水需要が増加し続ける前提に立つ「先行

的観点」や「長期的・先行的観点」に立って検討されるべきものではない。 

 水需給計画の策定において、「長期的観点」に立つことはあっても、水需要が

増加し続ける前提に立つ「先行的観点」や「長期的・先行的観点」に立つことは

ない。例えば、水需給計画であるウオータープラン２１や０４年フルプランでは、

需要の連続的な増大を前提とした考えは採られておらず、需要が横ばいで推移す

ることを予測しており、「長期的観点」から計画策定されていることはあっても、

「長期的・先行的観点」から計画策定されているものではない。 



 

 

 以上のように、原判決のいう水需要予測や水需給計画における「長期的・先行

的観点」は、需要予測や計画策定に連続的な需要増加を当然の前提として持ち込

み、予測結果や計画内容を歪めるものであって、誤りである。 

 そのうえ、原判決は「長期的・先行的な観点」を根拠に、本件事業認定処分の

合理性を認めておきながら、「付言するに」として、ウオータープラン２１の需

要が横ばいで推移する予測（上記のように「長期的観点」から策定されている）

の方がより合理的であるとしている（ｐ１２０）。「長期的・先行的観点」から

いえば、需要は連続的に増加し続けるので、需要がひっ迫してから整備を行った

場合には都市用水等の安定的な供給が阻害されるから先行的に整備しなければな

らないはずであり、ウオータープラン２１の需要が横ばいで推移する予測の方が

より合理的であるとはいえないはずである。付言としてウオータープラン２１の

予測の方が合理的というのは、自らのいう「長期的・先行的観点」に基づく予測

や計画策定が根拠薄弱で誤りであることを、自ら述べた直後に認めることにほか

ならない。 

 2) 「余剰の水がある事態の方が政策として安全かつ妥当」との考えの誤り 

 原判決は「予測と実際が異なったときにも支障を生じないだけの余裕を見込む

必要がある。すなわち、水不足の事態を生ずるよりは、余剰の水がある事態の方

が政策として安全かつ妥当であろう」（判決書ｐ１２０）という。 

 本件のような巨大公共事業は巨額な財政負担をもたらす。余剰の水がある事態

は、供給の余裕ではなく、使われないため費用回収が不能な施設を建設して支払

い不能な財政負担を負うという負の資産を生むことである。将来水需要が発生し

なければ、施設は無駄になって不要なだけでなく、建設費の負担は回収できず、

さらに必要もない巨額の維持管理費の負担を残すこととなる。莫大な建設費、維

持管理費は、地方財政を圧迫し、破綻させるおそれもある。徳山ダム建設費増額

の動きの中で関係自治体が水利権返上をはかったのは、そのような危機に直面し

ているからに他ならない。 

 社会の需要に合致した適正規模の事業を行うことが、正しい事業決定判断なの

であって、需要に対応しない施設を建設することは誤りである。余剰の水がある

ことは社会公共の利益に反するのである。 

 「余剰の水がある方が政策として安全かつ妥当であろう」という原判決の認識



 

 

は、余りにも安易な根拠のない思い込みであり、このような考え違いが、事業認

定処分権者による水公団予測の水需要予測の検討が合理的なものであったかの司

法審査を誤った原因である。 

 このような誤った前提に立ったため、原判決は、「予測が間違っていると言い

切れない限り、予測が不合理であると言うことはできず」、「予想が不合理であ

るといえないから本件処分は適法である」としているのである。 

 しかし、本件での事業認定要件である事業の必要性の根拠となる水需要予測の

合理性は積極的に理由づけられなければならない。単に不合理と言い切れないと

いう消極的なものでは、合理性があるとは認められない。不合理性の完全肯定を

否定することによって合理性が認められるものではなく、合理性が肯定されて、

合理性が認められるのである。合理性があると認められるためには、例えば、単

に推計手法が一般的に認められていることだけでなく、本件地域、本件事業認定

処分時点でそのような推計手法を採用することが妥当であることが必要である。

需要実績と連続しない予測方法をとる場合、現実にある実績が一時的なもので構

造的なものでなく、予測方法の方が構造的なものであることの検証をすべきであ

る。また、検討に用いる資料は、検討時に使用できる全資料を用い、当該施設の

開発水の利用対象地域のものを利用すべきである。  

 3) 水公団予測は遠い将来が予測の目標時期ではない 

 原判決は、「長期的、先行的な観点」から「予測と実際が異なったときに支障

が生じない余裕を見込む必要がある」とする。 

 しかし、そもそも本件事業認定処分に際しての水公団予測は、予測を超える事

態が生じることを想定しなければならないほど遠い将来についてのものではな

い。本件事業認定処分時の１９９８年（平成１０年）に、完成予定時の２００７

年（平成１９年）又は水公団予測の目標年の２０２８年（平成３０年）に新規水

需要が存在するかどうかを予測するものである。９年ないし２０年後の将来予測

の合理性に過ぎないのである。２０年は水需給等に関する行政長期計画での一般

的な予測期間であって、遠い将来への予測期間ではない。 

 

第２章 本件事業認定処分過程においてなすべきこと 

第１ はじめに 



 

 

 本件事業認定申請は、土地収用における事業認定要件である事業計画が土地の適

正且つ合理的な利用に寄与するものであること（収用法２０条３号）につき、徳山

ダムの新規利水（新規水需要と地盤沈下対策）、渇水対策および揖斐川の洪水対策

における必要性を挙げ、それを説明するために、『徳山ダム事業認定に関する参考

資料』の「資料Ⅲ（徳山ダム公益性に関する資料）」（乙１１５）が提出されてい

る（『人の暮らしをささえる徳山ダム』は資料Ⅲの資料一覧表に掲げられているが、

本件訴訟では乙１５として提出されていることから乙１１５からは省略されてい

る）。 

 したがって、新規利水、渇水対策および揖斐川の洪水対策における徳山ダムの必

要性の検討は、まず徳山ダム公益性に関する資料を検討して行われるが、そこで示

されている前提となっている事実や条件等に誤りや不十分、不明確なことはないか

の検討がその第一歩である。その結果、前提事実等に誤りや不十分、不明確なこと

があれば、資料をさらに提出させたり、自ら収集したりして合理的なものと認めら

れるまで必要性の検討をするのは、事業認定要件該当性の判断の性質上当然のこと

である。以上の過程を経た検討により必要性が合理的なものと認められて、当該必

要性を事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであることの判断に

用いることが可能となる。以上の過程を経た検討は、当該必要性の検討を適正妥当

なものにするために必要な、なすべき検討であり、徳山ダムに係る事業計画が土地

の適正且つ合理的な利用に寄与するものであることの判断、つまり本件事業認定処

分をするために経なければならない過程である。 

 以下において、徳山ダムの新規利水（新規水需要と地盤沈下対策）、渇水対策お

よび揖斐川の洪水対策につき、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ

（徳山ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）に基づいて本件事業

認定処分を検証して、なすべき検討を明らかにするとともに本件事業認定処分の過

程を検証し、本件事業認定処分が適正妥当に事業認定処分をするために経なければ

ならない過程を経ていたものか検討して、本件事業認定処分が適法な事業認定処分

であったかを判定する。 

第２ 新規利水（新規水需要） 

１ 水道用水 

 1) 本件事業認定処分の前提 



 

 

 本件事業認定処分は、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳

山ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）を判断の基礎として、

以下の前提に立っている。 

ｲ) 前提とした計算式 

 「実績ベース」と呼ぶ乙１１５ｐ４９以下の水需要予測は、水道用水につい

ては平成３０年度の日最大給水量を予測したものであり、以下の式に要約され

る。 

  給水人口×１人１日平均給水量／負荷率＝日最大給水量 

    負荷率＝平均給水量/最大給水量 

    １人１日平均給水量＝１人１日有効水量／有効率 

 この式は、①給水人口、②１人１日平均給水量（原単位）、③負荷率、以上

を要素（関数における変数）としており、それぞれについて平成３０年度にお

ける数値の予測を行わなければならない。乙１１５ｐ４９以下は、それぞれの

要素について次のような予測を前提事実としている。 

ﾛ) 計算の前提事実 

①給水人口 

 過去１０年間（昭和６０～平成７年度）の増加割合が今後も継続する。 

 この１０年間の年平均増加量は１.４万人/年であることから、２０１８年（平

成３０年）度は４０４万人となる。（乙１１５ｐ４９） 

②１人１日平均給水量 

 １９７５年（昭和５０年）～１９９４年（平成６年）の東海地方全体の平均

の１人１日有効水量を資料とする。 

 その２０年間の数値のうち８年分のみを直線回帰すると年４.９Ｌの増加と

なる。 

 有効率を０.９とすると、１人１日平均給水量は毎年５.４Ｌずつ増加する。 

 この増加量が、１９９６年（平成８年）度以降も続く。 

 その結果、名古屋市・尾張地域の１人１日平均給水量は、１９９５年（平成

７年）度の３７７Ｌ/人が２０１８年（平成３０年）度には５０１Ｌ/人に、大

垣地域のそれは、１９９５年（平成７年）度の３８８Ｌ/人が２０１８年（平成

３０年）度には５１２Ｌ/人になる（乙１１５ｐ４９ｐ５１）。 



 

 

③負荷率 

 名古屋市の過去１０年（昭和６０年～平成７年度）の実績は７４～８０％に

なっている。 

 負荷率は計画上の余裕を考慮して７０％とする。 

 2) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程１・給水人口 

ｲ) 前提事実の検証 

a) 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口の推計 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計では、既に本件事業認定時には、２

００７年に人口が減少に転じることを予測していた（乙１１５ｐ２１８、甲

５）。乙１１５ｐ２１８によると、岐阜県について見れば、２００５年（平

成１７年）と２０１０年（平成２２年）を比べると人口は増加しておらず、

２０１０年と２０１５年（平成２７年）とでは減少に転じている。愛知県に

ついても、２０１０年と２０１５年を比べると減少に転じている。 

b)  少子化傾向についての社会認識 

 さらに、１９９８年（平成１０年）６月１５日発行の平成１０年版厚生白

書は第１編 第１部 第１章で「人口減少社会の到来と少子化への対応」とい

うテーマで特集が組まれており（甲２７）、当時、「少子化傾向」「１.４３」

という言葉は広く周知されていた。 

c) 検証結果 

  本件事業認定処分のなされた１９９８年（平成１０年）当時、もはや近い

将来人口が減少することは公知の事実といえた。 

ﾛ) なすべき検討 

a) 推計手法の合理性の検討の必要性 

  一般に、将来人口の推計にあたって、過去の年増加数に単純に将来の年数

を乗じるというような方法は用いられない。そのような方法に全く合理性が

認められないことは、上記のように出生率が低下し少子化問題が社会問題と

なっていることをとっても明らかである。また、過疎化やドーナツ化現象と

いう社会事象をみれば、地域間の移動率を考慮しなければ地域別の人口推計

が不可能なことは容易に推測できる。 

  国立社会保障・人口問題研究所では、「コーホート要因法」を採用してい



 

 

る。「コーホート要因法」とは、ある年の男女・年齢別人口を基準人口とし

て、これに①将来の出生率、②将来の生残率、③将来の純移動率、④将来の

出生性比の四つの要因について仮定値をあてはめて将来人口を計算する方法

である。 

  被控訴人大臣が本件事業認定処分の判断に用いたという乙１０７『水道施

設設計指針・解説 1990』でも、要因別分析の方が「地域別の人口推計に適し

てる」とされており、少なくとも「いずれの方法も決定的なものではないの

で、幾つかの方法によって得た結果について、十分考察した上で決定する必

要がある。」（ｐ１０）と複数の方法で得られた結果の検討を求めている。 

b) なすべき検討 

 上記のとおり、将来人口が減少することは公知の事実と言ってよかったの

であり、減少するどころか増加し続けるという公団予測の推計結果に対し疑

いをもってしかるべきであり、増加し続けるという推計結果であればその合

理性について詳細な検討が必要である。 

ﾊ) 本件事業認定処分の検討過程 

 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計は、被控訴人大臣が判断資料とし

たとされる乙１１５の中にもあり（ｐ２１７）、国立社会保障・人口問題研究

所の人口推計と水公団の推計とを比較検討することは十分可能であった。 

 加えて、山崎証人自身も「一般的に、２１世紀になると人口がピークを超え

て減少傾向にあるというのは、……そういったものがあるというのは、それは

わかりますし、わかりました」（平成１３年５月１６日付け山崎証人調書ｐ２

７）と認めている。 

 にもかかわらず、本件事業認定処分では、公団予測の他の推計手法の検討も、

推計結果についての検討も、何もなすべき検討がなされていないのである。 

 3) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程２・１人１日平均給水量 

ｲ) 前提事実の検証（実績値） 

a) １人１日有効水量実績値の推移 

【名古屋市】 

１９８７年（昭和６２年）までは３５０Ｌ程度で横ばいで、増加量が多いの

はその後の５年間であり、１９９２年（平成４年）度（３８３Ｌ）がピーク



 

 

で頭打ちになって、以後減少して３７０Ｌ程度で横ばいになっている（甲６

８ｐ７）。 

【尾張地域】 

１９８１年（昭和５６年）から年々増加するが、１９９２（平成４年）度（３

３０Ｌ）がピークで頭打ちになって、その後は３３０Ｌ前後で頭打ちないし

横ばい傾向である（甲６８ｐ１７）。 

【大垣地域】 

１９８７年（昭和６２年）から数年間は増加するが、１９９０年（平成２年）

度（３１２Ｌ）以降横ばいないし微増傾向であって、平成２年度から平成８

年度（３２３Ｌ）の平均増加量は年１.８３３Ｌしかない（乙１５８）。 

b) １人１日平均給水量実績値の推移 

【名古屋市】 

１９７５年（昭和５０年）度が最大で、以降年々減少し、１９８７年（昭和

６２年）度から増加するが、１９９２年（平成４年）度をピークにしてその

後減少し、１９９５（平成７年）度以降は３９０Ｌ前後で横ばいであり、期

間初めの昭和５０年度は４５６Ｌあったが、期間終わりの平成８年度は３９

２Ｌである（甲６８ｐ３３）。 

【尾張地域】 

１９９２年（平成４年）度の３６０Ｌをピークにしてその後は３５０Ｌ～３

６０Ｌで横ばいである（甲６８ｐ１７） 

【大垣地域】 

１９９０年（平成２年）度以降、３９０Ｌ前後でほぼ横ばいである（乙１５

８）。 

c) 実績値からみた前提事実の検証 

  １人１日有効水量は、確かに１９８７（昭和６２年）ころから１９９２年

（平成４年）のころまでは増加しているが、名古屋市、尾張地域とも平成４

年度以降は頭打ちであり、大垣地域も横ばいないし微増傾向（公団予測の年

４.９Ｌ増加の３分の１程度の増加率）である。そのうえ、名古屋市は１９８

７年（平成６２年）までは横ばいである。よって、前提事実は過去の実績と

全く異なっている。 



 

 

  １人１日平均給水量は、すべての地域で横ばい傾向であり、かつ、それが

４００Ｌにも満たない。特に名古屋市については、水公団は２０１８年（平

成３０年）に５０１Ｌになるとの予測に対し、実績は増加どころか２０年間

で６４Ｌも減少しているのである。これも前提事実が過去の実績と全く異な

っている。 

d)  検証結果 

 １人１日有効水量が毎年４.９Ｌずつ増加し続ける公団予測の前提事実が

実績に合致せず、実績値からすれば増加は頭打傾向であることは明白である。 

 かつ、都市化が最も進んでいて対象地域での水需要傾向が先行的に現れて

いる名古屋市で１人１日有効水量について３８０Ｌ以上の増加がないこと

は、水需要増加には限界があり、直線回帰すべきでないことを表している。

そもそも、１人１日あたりの使用水量は際限なく増加し続けるものではなく、

必ず限界がある。よって、１人１日有効水量も１人１日平均給水量も、その

推移パターンは一定の限界値に近づくロジスティック曲線を描くはずであ

り、どこまでも増え続ける一次直線にはなりえないのである。０４年フルプ

ランの岐阜県予測では、生活用水原単位について飽和値３００Ｌとするロジ

スティック曲線を用いている（甲１０５・９枚目裏）。 

 そうだとすれば、１人１日平均給水量は、実績値のトレンドである増加の

頭打傾向を前提事実として将来予測をしなければならない。将来予測はそれ

までの実績値との間で連続性のあることが求められるのは当然であって、実

績値の傾向と異なり今後毎年５.４Ｌずつ増加し続けることを前提事実とす

る場合は、実績値と連続しないことについて合理的な根拠を示して証明する

ことが必要である。すなわち実績値の頭打傾向が一時的原因による一時的停

滞であって構造的な頭打ちでないことを証明し、かつ、今後は目標年での予

測値に到達しうる構造的な増加要因があって継続することを証明しなければ

ならない。 

 その証明なしに、実績値のトレンドと異なる事実を予測の前提事実には使

用できない。１人１日有効水量には限界がなく直線的に増加すること、名古

屋市の１人１日有効水量が平成７年の３７０Ｌから増加し続けて２０１８年

（平成３０年）には４５０Ｌ（１人１日平均給水量５００Ｌ×有効率０.９）



 

 

になることが証明されなければ、当該前提事実は実績と連続性がなく不整合

であって、予測の前提事実として使用できないのである。 

ﾛ) なすべき検討 

a)  過去の実績値からみた検討 

 水需要予測は、過去の実績を基になされなければならない。被控訴人大臣

でさえ、水公団が本件事業認定申請時に最初に提出してきた水需要予測につ

いての資料（「長期計画ベース」乙１１５ｐ１３５以下）を、実績値との間

で乖離があると門前払いし、平成３０年時点の水需要予測が過去の実績との

関係で合理的な値か否かを明らかにするよう水公団に指示している。予測結

果が実績値との間で連続性が認められず乖離があれば、予測結果の合理性を

疑うのが将来予測の基本であり、通常のことである。 

 しかも最も精確な将来予測は、当該対象地域での実績値に基づいた予測で

あることは言うまでもない。当該対象地域の数値があるのに用いずに、より

広い地域の数値を用いるのは、両者の傾向が同一または類似であることが資

料に基づいて明らかになっているような正当な根拠がある場合のみである。 

  さらに、使用できるデータはすべて使用しなければならず、何ら正当な根

拠もなしに恣意的に取捨選択してはならない。公団予測は、１９９４年（平

成６年）までのデータしか使用せず、平成７、８年のデータを捨象している

（乙１１５ではすでに平成７年のデータが含まれているものがある）。平成

８年度版の水道統計の発行年月は平成１０年２月であり、本件事業認定処分

に十分間に合っている。本件事業認定にあたって、平成８年度のデータまで

含めて検討しなければならないことは明白である。 

  そして、平成８年度以前の過去２０年程度の当該供給予定地域の実績値は、

控訴人代理人が調べることができたように（甲６７）、被控訴人大臣は本件

事業認定にあたり容易に調べられたはずである。 

  したがって、被控訴人大臣は本件事業認定処分に当たり、平成８年度以前

の過去２０年程度の当該供給予定地域の実績値を調べ、その実績値の傾向と

公団予測との合致・不合致を検証すべきである。 

b) 実績値と連続性のない予測をするには要因分析による根拠が必要 

 実績値において需要増加の頭打ち傾向があるのであれば、当然それと連続



 

 

性のある予測をしなければならない。前述のように、それと連続性のない予

測をするには、実績値の傾向が変化する積極的な根拠が必要となる。実績値

の要因分析により、需要増加の頭打ち傾向が一時的原因による一時的停滞で

あって構造的な頭打ちでないことを証明し、かつ、今後の構造的変化の根拠

となる要因分析をしなければならない。１人１日有効水量には限界がなく直

線的に増加すること、名古屋市の１人１日有効水量は３８０Ｌ以上に増加し

続けることが、実績値のトレンドからは連続性がなく予測できない以上、実

績値の頭打ち傾向はあくまで一時的なものであること、今後いかなる増加要

因がどの程度あるかが合理的・科学的に分析されて証明される必要がある。 

  水使用に関する増加・減少要因を分析することは、実際になされているこ

とである。嶋津意見書１（甲２０）ｐ６～７はその一例である。名古屋市で

は下水道などの整備に関し、水使用要因の検討は早くから普及している。愛

知県は、０４年フルプラン策定に際して用途別に水使用実態の要因分析をし

たうえで、１人１日平均給水量の予測をしている（甲１０５の愛知県「水需

給想定調査（生活用水）参考資料」）。 

  実績値の傾向を調査した上、それと連続性のない予測をするには要因分析

による積極的根拠付けが必要であり、それが合理的になされて初めて合理的

に将来予測をしたといえるのである。 

ﾊ) 本件事業認定処分の検討過程 

 本件事業認定処分において、被控訴人大臣らは、平成８年度以前の過去２０

年程度の当該供給予定地域の実績値を何ら調査せず、公団に調査するように指

示もせず、むしろ平成７年、８年のデータはそれがあることを分かっているに

もかかわらずに捨象し、全く過去の実績値の傾向を調査・検討しなかった。 

  ところが本件訴訟になって、被控訴人大臣は、１人１日給水量の横ばい傾向

の事実を認めた上で、その理由を「バブル崩壊後の不景気による節水の可能性」

などと述べ、頭打ち傾向が一時的なものであるかのように主張する。しかし、

これ自体の真偽以前に、このような主張は本件訴訟になって初めて出てきたも

のであり、本件事業認定処分時にはそのような検討は全くなされていない。ま

た、被控訴人大臣は、１人１日給水量の増加要因として「シャワー、洗車、ガ

ーデニングにおける散水」等を挙げるが、これもそれ自体の真偽以前に、原審



 

 

の最終準備書面の補充段階で初めて主張されたものであり、本件事業認定処分

時には全く検討もされていないことである。 

 証人山崎が「家庭用給水量」の概念すら分からなかったほど、本件事業認定

処分時には要因分析は一切なされていないのである。 

  このように被控訴人大臣は、なすべき検討を全くなしていない。 

 4) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程３・負荷率 

ｲ) 前提事実の検証 

 名古屋市（昭和５０年度以降）、尾張地域（昭和５３年度以降）、大垣地域

（平成２年度以降）の各地域の過去の実績からみれば、平均はもちろん、最小

でも７０％になったことはない（甲６７ｐ９）。 

 なお、大垣地域の昭和５４年の負荷率は７０.１％となっているが、その後の

動向をみると、昭和５７年以降は７５％を下回ったことはなく、特に昭和６１

年以降の１３年間は、８０％を基本とする数値に変わってきている。 

  ７０％という数値は、全国平均値（８１％）とも、名古屋市、尾張地域およ

び大垣地域のある東海ブロックの平均値（７９％）とも大きくかけ離れている

（甲６）。 

 水公団予測（乙１１５ｐ４９、５１）が用いる７０％という負荷率は、これ

らの実績を需要過大な方向に大幅に逸脱する極めて現実離れした数値である。 

ﾛ) なすべき検討 

a) 実績からさらに小さく設定する根拠についての科学的な検討の必要性 

 水公団予測は、負荷率について、名古屋市上水道事業の過去１０年間（昭

和６０～平成７年度）における実績が７４～８０％であることを前提としな

がら、「気象などの影響を受けて変化するものであることから、計画上の余

裕を考慮して７０％とする」（乙１１５ｐ４９）とし、実績値の最小よりあ

えて４％小さく設定している。 

 しかし、「この気象など」というのが極めて曖昧な表現であるため何を意

味するのか明確でない。それが「季節の変動」を指すのであれば、負荷率自

体このような季節の変動を考慮に入れた値であるため、その負荷率にさらに

「気象などの影響」を負荷率減少の要因とすることは、一つの要因を二重に

評価して負荷率を不当に低下させ、ひいては将来需要量を増加させることと



 

 

なり、将来予測として著しく科学性を欠く。 

 過去の実績よりもさらに小さく負荷率を設定するのであれば、その根拠に

ついて、科学的な根拠を求め、合理的理由があるかどうか検討する必要があ

る。 

b)  実績からさらに小さく設定したことについての検討 

 この負荷率を７４％から「計画上の余裕を考慮して」４％小さく設定する

ことは、誤差の範囲ではない。この４％は誤差の範囲ですまされない大きな

数値である。乙１１５ｐ４９の日最大給水量の算出式「４０４万人×５０１

Ｌ/人/０.７」の０.７を０.７４にすると、２７４万 m3/日となり、１５万 m3/

日の差が生じる。１５万 m3/日は、秒当たりに換算し、有効率０.９として有

効水量ベースにすると、１.５６m3/秒となる。これは徳山ダムによる名古屋

市の新規利水分２m3/秒が不要となるほどの大きな数字である。 

 小さく設定する結果について検討していれば、「計画上の余裕」などで済

まされないことは容易に判断できた。 

 名古屋市、愛知県および岐阜県のいずれの水需給計画でも、負荷率７０％

という過小な数値は使用していない（甲３８表３）。ちなみに、０４年フル

プラン策定にあたり、名古屋市は負荷率を７４％としており（甲１０４ｐ４）、

愛知県フルプランエリアでは７７.０％、尾張地域では８０.６％としている

（甲１０４ｐ１、５）。大垣地域は７６.０％としている（甲１０５）。いず

れも実績を踏まえた負荷率を予測しているのである。 

ﾊ) 本件事業認定処分の検討過程 

  以上のようななすべき検討が、本件事業認定処分では全くなされていない。 

 山崎証人は、負荷率７０％を実績と比較して、「余り大差ない」（平成１３

年５月１６日付け山崎証人調書ｐ７４）と言うが、上記のように現状認識に欠

けるものであって、なすべき検討をしていないことを自ら認めたといっても過

言でない。 

２ 工業用水 

 1) 本件事業認定処分の前提 

 本件事業認定処分は、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳

山ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）を判断の基礎として、



 

 

以下の前提に立っている。 

  ｲ) 前提とした計算式 

a) 用いた計算式 

工業用水需要量（淡水補給量） 

＝工業出荷額×補給水原単位 

＝工業出荷額×｛工業出荷額当たり使用水量原単位×（１－回収率）｝ 

b) 上記計算式使用の理由 

①上記計算式を使用したのは、『建設省河川砂防技術基準(案)同解説』で「工

業用水の需要予測にあたっては、計画目標年次における製造業出荷額、工

業用水原単位をもとに必要水量を算定する。」（乙１１５ｐ２３８）との

記載があることによる。 

②工業出荷額当たり使用水量原単位を用いたのは、昭和６０年から平成６年

の我が国の工業出荷額と淡水使用水量の関係において、淡水使用水量と工

業出荷額には強い相関関係が認められる（乙１１５ｐ２３８）からである。 

  ﾛ) 計算の前提事実ないし条件 

   【大垣地域】 

①使用水量原単位については、平成３年から平成７年までの動向にほとんど

変化がないことから、平成７年の実績値５５.４m3/日/億円の近似値をもっ

て推移していくものと予測する。 

②回収率については、過去１０年間（昭和６０年及び平成７年）にわたって

ほとんど変化が認められないことから、平成７年の回収率の実績値である

３４.２％の近似値をもって推移していくものと予測する。 

③工業出荷額（平成７年価格）については、過去１０年間の平均伸び率は年

率２.４％であり、この伸び率が今後も継続するものとして将来推計を行

い、平成３０年には約１.７６兆円となるものと予測する。 

   【名古屋地域】 

 ①使用水量原単位については、平成３年から平成７年までの動向にほとん

ど変化がないことから、平成７年の実績値３１.２m3/日/億円の近似値をも

って推移していくものと予測する。 

 ②回収率については、名古屋地域工業用水の回収率は８０％に達しており、



 

 

ほぼ限界になっているものと考えられること、実際に過去１０年間の増加

はほとんどゼロであり、過去５ヶ年では若干の減少傾向が見られることか

ら、今後、回収率が改善されるとは考えにくく、８０％（平成７年の実績

値７９.６％）で推移していくものと予測する。 

 ③工業出荷額（平成７年価格）については、過去１０年間の平均伸び率は

年率２.７％であり、この伸び率が今後も継続するものとして将来推計を行

い、平成３０年には約１０.３兆円となるものと予測する。 

  ﾊ) 前提とした工業用水需要量（計算結果） 

 工業用水需要量（淡水補給水量）は、大垣地域では平成７年度の３７.１万

m3/日が平成３０年度には６４万 m3/日、名古屋地域（名古屋市工業用水道）で

は平成７年度の７.６万 m3/日が平成３０年度には１６万 m3/日となる。 

 2) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程１・工業用水需要量 

ｲ) 前提事実の検証 

a) 実績値 

 １９８５年（昭和６０年）から１９９５年（平成７年）までの工業用水

需要量（淡水補給水量）の実績は、大垣地域では甲６７ｐ１１、名古屋地

域では甲６７ｐ１３のとおりであり、減少あるいは横ばい傾向にあった。

さらに、工業用水需要量（淡水補給水量）は、木曽川流域の甲２０図４、

大垣地域の甲１１７ｐ１の■印のように、オイルショック後の１９６９年

（昭和４９年）以降は１９９８年を経て現在まで、減少傾向にある。事業

認定処分時に考慮することが可能であったデータも併せると、長期的にみ

て減少傾向にあり、減少傾向が一層明確となっている。 

b) 過去の需要予測の実績との乖離 

 甲３８ｐ１６図９は岐阜県、甲７３ｐ５図４は愛知県の各次総合計画に

おける工業用水需要量の予測と実績をグラフにしたものである。これらの

需要予測は上記計算式を用いて行われたものである。両図から明らかなよ

うに、需要実績は減少ないし横ばいであるのに、需要が増加する過大予測

がなされ、予測後の実績の推移によって、後の予測において下方修正され

るのが繰り返されているのが過去の実態である。 

ﾛ) 検証結果 



 

 

 実績が減少あるいは横ばい傾向にあるのに、水公団予測は著しい増加となっ

ており、両者の乖離は激しい（甲６７ｐ１２及び１４）。この関係は、本件事

業認定処分時においてはさらに顕著となっている。また、過去の上記計算式に

基づく需要予測は常に実績と乖離し、次々と下方修正されてきたが、それでも

実績と乖離している。 

 したがって、実績と上記予測との間に連続性を見出すことは不可能である。 

ﾊ) ０４年フルプラン（検証の補充） 

【大垣地域】 

 同じ予測手法（上記計算式）を用いながら、大垣地域の工業用水需要につい

て、水公団予測は２０１８年度約６４万 m3/日、０４年フルプランは２０１５

年度約４７万 m3/日と予測している。その差は１７万 m3/日ある（しかも前者が

３０人以上事業所のものであるのに対して、後者は全事業所一括のものである

ので大きめの値である）。この差の理由の第１は、水公団予測の使用水量原単

位が０４年フルプランの使用水量原単位３９.３３m3/日/億円より、１.４倍も

大きいことである）。０４年フルプランとの比較においても、水公団予測の過

大性は顕著である。 

 なお、０４年フルプランは、水源内訳を地下水３９２.０３千 m3/日（約８

４％）、工業用水道５６,９０７m3/日（約１２％）としている。淡水補給水量

の一層の減少という実績からすれば、工業用水道が使用される可能性はゼロで

ある。 

【名古屋地域】 

 ０４年フルプランは、２０１５年度の名古屋市工業用水道からの供給を９.

７万 m3/日と予測している。これは同水道の供給能力１４万 m3/日の範囲内であ

る。また、名古屋市を含む愛知県フルプランエリアの実績値は、１９８５年の

２００万 m3/日から２０００年の１６５万 m3/日と大幅に減少している。したが

って、徳山ダム開発水が使用される可能性はゼロである。 

ﾆ) なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 工業用水需要量（淡水補給水量）の予測値は過去からの実績の推移と比較

検討すべきである。乖離が生じていれば、なぜこのような乖離を生じている

のかを検討すべきである。 



 

 

 しかし、本件事業認定処分ではそのような検討は一切行われていない。 以

上のようでは、工業用水需要予測について検討したとはいえない。本件事業

認定処分においては、工業用水需要予測としてなすべきことがなされていな

いのである。 

 3) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程２・使用水量原単位 

ｲ) 前提事実の検証 

a) 『建設省河川砂防技術基準(案)同解説」での計算式の解説 

 『建設省河川砂防技術基準(案)同解説」で用いるものとしている原単位は、

解説において「原単位としては淡水補給量としての原単位を使用する」（乙

１２６ｐ３８）と記述されているように、使用水量原単位ではなく、補給水

量原単位である。同技術基準は、工業出荷額と関連をもつのは使用水量では

なく、補給水量であるという考えに立っているのである。 

 また、解説では、「工業用水は使用目的によって、良質の淡水を必要とせ

ず、他の代替手段（回収率の向上、下水処理水の再利用、海水の利用）が可

能であるので、総需要量の予測はこれらの水量を考慮して検討することが必

要であり」としている（乙１２６ｐ３８）。 

b)) 淡水使用水量と工業出荷額の関係 

 前提として用いた乙１１５ｐ２３８は全国統計であり、それが当該地域に

当てはまるのか検証する必要がある。甲５４は、乙１１５ｐ２３８と同じ期

間の大垣地域と名古屋地域における淡水使用水量と工業出荷額の関係を図に

したものである。両地域では、点がばらついており、右上がりの一定の関係

を見いだすことは不可能である（甲６７、甲６８ｐ２３・２９）。 

 したがって、大垣地域と名古屋地域においては、淡水使用水量と工業出荷

額には相関関係は見出せない。したがって、工業出荷額が増えれば淡水使用

水量が増える、あるいは淡水使用水量原単位は一定であるという前提は誤り

である（甲１９富樫意見書）。 

c) 実績値 

 大垣地域も名古屋地域も、１９８５年（昭和６０年）から１９９５年（平

成７年）の間の実績は、年毎に変化して一定していない（甲６７ｐ１２・１

４、乙１１５ｐ７８・７９）。 



 

 

 経時的にみても、甲１９ｐ１７図１０のように、１９８０年の使用水量原

単位約１１０(m3/日)/億円は、１９８５年を経て１９９１年までに工業出荷

額が１.７倍になったのに対して、約５５(m3/日)/億円と２分の１に減少して

おり、その後１９９８年までは、工業出荷額が減少しても使用水量原単位は

殆ど変化しなかったり、工業出荷額が増加して使用水量原単位が減少したり

して、一定ではなく絶えず変動して複雑な動きをしている。使用水量原単位

を一定とする根拠にした全国値の図（乙１１５ｐ２３８）で使用されている

１９８５年（昭和６０年）から１９９５年（平成７年）までの期間をみても、

大垣地域の使用水量原単位は５５.４(m3/日)/億円で一定ではない。 

 また、使用水量原単位を一定とする根拠とした工業出荷額と使用水量の関

係の全国値の図（乙１１５ｐ２３８）における直線の使用水量原単位は、下

記の計算のように４.２(m3/日)/億円である。 

  (148,000,000m3／3500 兆円)×1 億円≒4.2m3/億円 

 ５５(m3/日)/億円や３１(m3/日)/億円ではなく、その１０分の１程度であ

る。使用水量原単位は、この程度まで低くなるまでは減少し続けると考える

べきである。 

d) 検証結果 

 将来の節水を考慮した補給水量原単位によらずに、現在値で一定にした使

用水量原単位によったのは河川砂防技術基準に従っていない。淡水使用水量

原単位は一定であるという前提は誤りである。平成３年から平成７年まで５

年間のみの数値の使用は計算式の根拠とした全国値が昭和６０年から平成７

年の２０年間の数値を使用してしているのと整合しない恣意的な選択であ

る。過去２０年間の傾向を無視しており、長期的観点から正しくない。全国

値の一定として直線回帰された使用水量原単位は４.２(m3/日)/億円であっ

て、大垣地域や名古屋地域の現在値はこれを大きく上回っている。 

 したがって、使用水量原単位が現在値の５５(m3/日)/億円や３１(m3/日)/

億円で一定であるという前提は、河川砂防技術基準に反しているうえ、誤り

である。 

ﾛ) なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 大垣地域、名古屋地域の工業用水の需要予測を行うについては、上記の計算



 

 

式と前提事実ないし条件を用いることができるのかをまず検討すべきである。

そのうえで、河川砂防技術基準の計算式を用いるならば、同基準に従ってより

厳密に将来の補給水量原単位を想定して計算するか、あるいは、淡水補給水量

の実績から予測を行うかなど、より妥当な予測手法でもって需要予測をしてい

るかの検討をすべきである。 

 しかし、本件事業認定処分ではそのような検討は一切行われていない。以上

のようでは、工業用水需要予測について検討したとはいえない。本件事業認定

処分においては、工業用水需要予測としてなすべきことがなされていないので

ある。 

 4) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程３・回収率 

ｲ) 前提事実の検証と検証結果 

 大垣地域の回収率は、１９９７年までの過去１０年間は数値的には３３～３

５％でほとんど変化していない。しかし、あまりにも低すぎる値なので、すで

に上限値に達していて改善が見込まれないものであるのかどうか検討が必要で

ある。 

 大垣地域における工業用水使用水量に占める冷却・温調用水の割合は７０％

を超えている。冷却・温調用水はそのほぼ全量を回収使用することが可能であ

る。したがって、回収率は７０％程度まで向上させることが可能である（甲６

７、甲６８ｐ２５以下）。 

 したがって、回収率の改善が見込まれないという前提には誤りがある。 

ﾛ) なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 大垣地域における工業用水は、そのほぼ全量が地下水である。地下水は水質

もよく、安価である。大垣地域では、地下水揚水につき、濃尾平野地盤沈下等

対策要綱の観測地域にすぎないこともあって、殆ど何の規制もなされていない。

つまり地下水は使いたい放題であり、企業としては回収率を向上させる動機付

けが乏しい。そこで、厳しい地下水揚水規制を行うことによって地下水揚水を

制約すれば、企業は否応なく回収率を向上せざるを得ないので、回収率が向上

して、その分、淡水補給水量を増加させる必要がない。まず以上の検討を行う

べきである。 

 しかし、本件事業認定処分ではそのような検討は一切行われていない。以上



 

 

のようでは、工業用水需要予測について検討したとはいえない。本件事業認定

処分においては、工業用水需要予測としてなすべきことがなされていないので

ある。 

 5) 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程４・工業出荷額 

ｲ) 前提事実の検証と検証結果 

 大垣地域および名古屋地域の工業出荷額は、過去１０年間、１９８５年（昭

和６０年）から上昇しているが、１９９１年（平成３年）をピークに減少傾向

となっている（乙１１５ｐ７８・７９、甲６７ｐ１１～１４）。 

 工業出荷額が、将来にわたって、大垣地域にあっては年率２.４％、名古屋地

域にあっては年率２.７％の割合で伸びていくという予測は、実績と乖離してい

る。その原因は、我が国の産業構造が、１９７３年（昭和４８年）の第一次オ

イルショックによる高度経済成長の終焉、１９７９年（昭和５４年）の第二次

オイルショックを経て低成長時代に突入し、その後、１９９０年（平成２年）

のバブル経済の崩壊を経て、大きく転換したことによる。希望的観測はともか

くとして、工業出荷額が上記のような割合で等比級数的に伸びていくという予

測は、すでに否定されている。 

ﾛ) なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 上述した「淡水使用水量と工業出荷額の関係」からすると、大垣地域、名古

屋地域においては両者には相関関係はみられない（甲５４）。両者の関係は、

工業出荷額が上がっても使用水量、補給水量は増加していないという事実とし

て現れている。したがって、工業出荷額は将来の需要予測においては重要な意

味をもたないものとすべきである。あるいは、河川砂防技術基準の計算式を用

いるときは、大きい工業出荷額を使用する場合は、小さい補給水量原単位を想

定すべきである。 

 水公団予測は、上記計算式を用いて、使用水量原単位が平成７年現在値で一

定、回収率も同年現在値で一定とする結果、工業出荷額の増加によって補給水

量が増加していくことになる。これが過去の事実と整合していて事実に基づく

ものであるのかを検討すべきである。 

 しかし、本件事業認定処分ではそのような検討は一切行われていない。以上

のようでは、工業用水需要予測について検討したとはいえない。本件事業認定



 

 

処分においては、工業用水需要予測としてなすべきことがなされていないので

ある。 

第３ 地盤沈下 

１ 本件事業認定処分の前提 

 1) 本件事業認定処分の前提 

 本件事業認定処分は、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳

山ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）を判断の基礎として、

以下の前提に立っている。 

①昭和３６年～平成７年までの累積沈下量等量線図、昭和５０年～平成７年の１

㎝以上沈下域の面積推移図、平成６年の地盤沈下の１㎝以上沈下域図と新聞記

事が判断に用いられている（乙１１５ｐ２１～２４）。 

②濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱において、代替水源の確保に係る事業として

徳山ダム建設事業が、代替水供給に係る事業として愛知県水道用水供給事業と

尾張工業用水道第１期事業、名古屋市工業用水道事業が、各記載されている（乙

１１５ｐ１７９、１８１）。 

③地下水位の状況について調査をしておらず、地下水揚水による地下水位の低下

に原因する地盤沈下の解明はしていない。 

 2) 参考（本件訴訟での処分庁である被控訴人大臣の主張） 

①濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱に記載されていることだけで、地下水代替水

源としての徳山ダム必要性が認められる。 

②地下水位等の状況について調査をして地下水揚水による地下水位の低下に原因

する地盤沈下の解明は、するまでもなく、本件事業認定処分においてしていな

い。 

２ 前提事実の検証 

1) 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱において、地下水採取目標量を設定し目標量

以内に抑制するための代替水源や代替水の供給に係る措置を講ずるとされている

地域は規制地域であり、大垣地域は観測地域である（乙１１５ｐ１８２、甲５２

ｐ６７）。また、代替水の供給に係る事業である愛知県水道用水供給事業と尾張

工業用水道第１期事業、名古屋市工業用水道事業にはすでに岩屋ダム等の徳山ダ

ムでない水源がある。 



 

 

 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱では、地下水採取の規制等による地盤沈下防

止対策と地盤沈下したことによる災害の防止又は復旧が施策の内容となっている

（乙１１５ｐ１７９～１８１）。 

2) １９８５年（昭和６０年）の濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱策定後、地下水

採取目標量が設定されている規制地域の年間地下水採取量は１９９２年度（平成

４年度）以降は２.６億 m3 以下となり、地下水採取目標量の年間２.７億 m3 以内

に抑制されつつある（「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」乙１１５ｐ１７８、

甲３６ｐ６６）。 

 地下水位については、昭和４８年頃まで低下し、その後上昇傾向に転じ、平成

７年現在では、地盤沈下の原因となる粘土層の圧密を相当程度抑制させるまで回

復してきている。これに対応して、地盤沈下は沈静化の傾向にある。（「濃尾平

野地盤沈下防止等対策要綱」乙１１５ｐ１７８、甲３６ｐ６６） 

 以上のことは、出典を示したように、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」自

体に記載がある。 

3) 濃尾平野では、高度経済成長期の１９６０年代～１９７０年代始めにかけて、

工業用水のために被圧地下水の揚水が激しく行われ地下水位が大きく低下してい

き、平野南部の愛知県尾張地域、三重県北勢地域海岸部で、毎年１０㎝を超える

激しい地盤沈下が起こった（甲３５ｐ１４、甲８９ｐ１３４～１４２）。そのた

め、愛知県、名古屋市と三重県は１９７５年（昭和５０年）頃から、公害防止条

例によって地下水揚水規制を始め（甲３６ｐ３４～３６）、地下水揚水量が減少

していくとともに（甲３６ｐ３８）、地下水位が次第に上昇して回復に向かい、

１９８０年代始めには地盤沈下が沈静化してきた（甲８９ｐ１４２、ｐ１３８～

１４０、甲３５ｐ５、１４）。 

 １９８５年に閣議決定された濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の施行により、

地下水揚水量が一層削減されて、地下水位は地表近くまで回復し、本件事業認定

処分の前年の１９９７年（平成９年）までに、濃尾平野の地盤沈下はさらに沈静

化し、１９８５年以前の年間２㎝以上の沈下量の沈下域が無くなり、異常渇水の

１９９４年（平成６年）を別にして、１㎝以上２㎝未満の沈下域も小さくなり、

無い年もあるようになった（甲３５ｐ５）。地下水過剰揚水による地下水位の低

下に起因する地盤沈下は沈静化している。 



 

 

 近年、濃尾平野中西部において年１㎝前後の地盤沈下が認められるが、それは

軟弱地盤としての地盤沈下現象であって、地下水位の低下に起因するものでない。 

３ 検証結果 

 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱において代替水源の確保措置を講ずるのは規制

地域であって、大垣地域は観測地域であり、代替水源確保措置の対象外である。前

提事実は明らかに誤りである。また、代替用水供給事業の水源として、すでに他に

水源があり、徳山ダムは必要でない。 

 徳山ダムは、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱では、規制地域において地下水採

取目標量以内に地下水採取を抑制するための代替水源確保事業とされているが、同

地域の地下水採取量は本件事業認定処分時において地下水採取目標量の２.７億 m3

以内に抑制されており、目標がすでに達成されている。また、地下水位は地盤沈下

の原因となる粘土層の圧密を相当程度抑制させるまで回復してきており、地盤沈下

は沈静化している。近年、濃尾平野中西部において年１㎝前後の地盤沈下が認めら

れるが、それは軟弱地盤としての地盤沈下現象である。このような状況の下では、

地盤沈下対策費用は、地下水代替水源ではなく、すでに地盤沈下してしまった地域

での濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱７項に基づく災害防止や施設の復旧などの施

策に充てられるべきである。 

 したがって、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱において徳山ダムは追加的な代替

水源確保事業であり、その事業実施には、同要綱の下でも、単に同要綱に記載され

ているというだけでなく、具体的に事業実施をすべき必要性が必要であり、事業実

施すべき必要性の検討をしなければならない。 

４ なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 1) 事業実施の必要性の判断においてなすべき検討 

①地下水位の状況の検討 

 地下水揚水による地盤沈下は、地下水過剰揚水によって地下水位が低下して

粘土層に圧密収縮が生じることによって生じるものであるから、地盤沈下が問

題となっているところの地下水位の状況を調査検討することが必要である。 

②他の方法の検討 

 代替水源がなくとも地下水揚水規制が可能であれば代替水源は不要である。

したがって、まず、地下水揚水規制をさらに厳しくして地下水揚水量を削減で



 

 

きないことを検討しなければならない。岐阜県大垣地域の地下水揚水規制は自

主規制で極めて緩やかであり、今後の厳しい規制強化が可能である。そして、

大垣地域の工業用水の回収率は３３％と極めて低く、地下水揚水の規制強化等

により、倍以上に回収率を向上させて、地下水揚水量を削減することが可能で

ある。 

 つぎに、既存の水源で代替水供給事業を行うことができれば、新規の代替水

源は必要がない。したがって、既存の他の水源による代替水供給事業ができな

いことを検討しなければならない。岐阜県では、岩屋ダムで開発した工業用水

４.１５m3/ｓ・給水能力３３３千 m3/日が全く使用されておらず、費用回収が

全くされていない負の資産となっており、これを使用した大垣地域をも事業地

域とする工業用水道が可能である。 

 このような検討をすることにより、新規の代替水源として徳山ダムが必要で

なくなれば、そのための地盤沈下対策費用は、すでに地盤沈下してしまった地

域での濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱７項記載の災害防止や施設の復旧など

の施策に充てるべきである。この方が、地盤沈下対策として、徳山ダム建設よ

りははるかに有効である。 

 2) 本件事業認定処分における検討過程 

①濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱における対象地域の種別、各対象地域の施策

内容などの対策内容の検討については、何もしていない。 

②地下水位の状況についての検討は、何もしていない。 

③地下水揚水規制を厳しくして地下水揚水を削減することはできないことの検討

は、何もしていない。 

既存の他の水源による代替水供給事業ができないことの検討は、何もしていな

い。 

 以上のようでは、地盤沈下対策として徳山ダムの必要性があることについて検

討したとはいえない。本件事業認定処分においては、地盤沈下対策としての徳山

ダムの必要性の検討としてなすべきことがなされていないのである。 

第４ 渇水対策、利水安全度対策 

１ 本件事業認定処分の前提 

 本件事業認定処分は、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳山



 

 

ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）を判断の基礎として、以下

の前提に立っている。 

①渇水対策として、木曽川水系における異常渇水時に緊急水を補給する（乙１１５

ｐ２）。 

②その必要性として、近年の少雨傾向により、揖斐川を含む木曽川水系では、毎年

のように渇水が頻発し、取水制限が行われている。特に、平成６年渇水では木曽

川水系依存地域では大きな被害が報告されており、濃尾平野の地盤沈下は近年鈍

化していたが近年になく沈下が進み、表流水への転換の必要性が示された。木曽

川水系において渇水対策容量が設定されているのは徳山ダムだけである。（乙１

１５ｐ２） 

③平成６年渇水において、徳山ダムが完成した場合の効果を試算すると、木曽川の

取水制限率は２０％まで改善可能となる（乙１１５ｐ２、２６～２９）。 

④ダム等の都市用水供給の安全度を利水安全度でみると、木曽川水系では３年に１

回はダムが枯渇する（乙１５ｐ２３）。 

２ 前提事実の検証１・渇水対策 

 1) 渇水対策容量に都市用水緩和機能はない 

 渇水対策容量は、木曽川における河川維持流量を確保するためのものであって、

ダム依存都市用水が渇水時に使用するものではない。緊急水の補給は、最大でも

基準流量である河川維持流量を満たすまでしかなされないので、補給された水を

都市用水が利用することは不可能である。 

 2) 「渇水が頻発」しているか（取水制限と渇水の違い） 

 制限率を問わないすべての取水制限を渇水としているが、明らかな誤りである。

取水制限にはダム操作上予定されたものもある。将来的にダムが枯渇するかもし

れないという判断の中で予防的に行われる節水対応と、ダム貯水量が枯渇したり

枯渇する危機的状況で行われる渇水対応とは、水資源計画上明らかに異なるもの

である。毎年のように行われているという取水制限のほとんどは予防的に行われ

る節水対応であり、これは計画規模の１/１０確率ではなく、それよりも頻繁に現

れる。渇水問題や渇水対策として議論しなければならないのは、計画規模を超え

たものである。 

 3) 渇水が問題となるのはダム依存の新規都市用水 



 

 

 水利権は、河川の自然流（自流）がある限り取水できる水利権（自流水利権）

と、河川が基準流量を下回ると自流取水ができず、ダム放流をして取水しなけれ

ばならない水利権（ダム依存水利権）に分かれる。渇水が問題となるのは、基準

流量の設定によって取水が制限されるダム依存水利権、多くはダム依存の都市用

水についてである。 

 4) 木曽川水系における水利システム（基準流量が渇水の人為的要因） 

ｲ) 基準流量の設定 

 基準流量とは、ダムの貯留を制限したり、河川自流水の取水を制限してダム

補給水から取水しなければならない基準となる基準地点における流量のことで

ある。木曽川では、基準流量が今渡地点と馬飼地点を基準地点として設定され

ている。今渡地点にはダム貯留制限流量として１００m3/ｓの基準流量が設定さ

れており、今渡地点上流の牧尾・阿木川・味噌川・岩屋の各ダムが制約を受け

る。馬飼地点には自流取水制限流量として５０m3/ｓの基準流量が設定されてお

り、直接的には今渡地点より下流で馬飼地点より上流から取水する岩屋ダムに

依存する新規用水（木曽川総合用水）が制約を受け、今渡地点上流から取水す

る愛知用水の新規用水も制約を受ける。このため、岩屋ダムに依存する今渡地

点より下流の新規都市用水は、岩屋ダムの貯水率が低下したとして、取水制限

を余儀なくされている。 

ﾛ) 基準流量の内容 

 基準流量は、既存水利権の水量確保のための「水利流量」と河川や河口域の

維持を目的とする「河川維持流量」によって構成されている。 

 木曽川に設定されている基準流量は、以下のダム貯水量を減少させる原因と

なっている。 

 今渡１００m3/ｓを構成する水利流量のほとんどは農業用水である。ところ

が、農業用水の実際の必要量は灌漑面積の大幅な減少により、大きく減少して

いる。実際には使われる必要のない農業用水水利量によって上流ダム貯水量が

減少していく。また、馬飼５０m3/ｓは河川維持流量である。これは木曽川程度

の規模のほかの河川と比べて、かなり大きな流量である。この基準流量は同地

点上流の新規水利権の自流取水を制限しており、新規水利権は取水のために上

流ダムから補給水を供給しなければならず、ダム貯水量が減少していく。 



 

 

 5) 人為的に起こる「渇水」 

 以上のように、木曽川の牧尾・味噌川・阿木川ダム（愛知用水）や岩屋ダム（木

曽川総合用水）の貯水量が減少していき、貯水率がゼロになるのは、降水量によ

る河川流況という自然条件を前提とするが、具体的には基準流量によってダムの

貯水が制約されていることによるものである。基準流量という人為的なものが渇

水の大きな要因なのである。 

 6) 検証結果 

  ｲ) 他の選択肢の検討 

 渇水対策、利水安全度対策として直ちにダム建設が合理化されるわけではな

い。そのためには、①安全度を向上させることについての社会的合意、②他の

選択肢の費用対効果分析を含めた検討が不可欠である。 

 渇水対策、利水安全度対策が社会的合意を得たとしても、それとその策とし

てダム建設が望ましいかどうかは、全く別個の問題である。 

  ﾛ) 自流による渇水調整 

   a) 基準流量の一時的切り下げ 

 基準流量が渇水の人為的要因となっているのであるから、その切り下げが

まず検討されなければならない。木曽川は、①必要以上の既存農業用水と②

過大な河川維持流量が設定されていることもあり、自流が豊富である。した

がって、渇水時にはこれらとの間で自流利用を調整し、基準流量を一時的に

切り下げることによって、ダム依存の新規都市用水は自流取水が可能になる。 

   b) 岩屋ダムの利水安全度の特殊性 

 馬飼５０m3/ｓの基準流量の影響が大きいのは、岩屋ダムに依存する今渡地

点下流の新規都市用水（木曽川総合用水）である。 

 岩屋ダムは、利水容量６１９０万 m3 に比べて、開発水量が４５.６９m3/

ｓ（うち都市用水３９.５６m3/ｓ）と非常に大きく、特に馬飼頭首工によっ

て開発された今渡地点より下流の木曽川総合用水の開発水量が３７.６２m3/

ｓ（うち都市用水３６.０７m3/ｓ）と大きい。今渡地点下流の新規用水は、

利水基準年である１９５１年の全体水収支計算総括表によれば、自流利用量

が９７.６％とされる（甲１１２の１ｐ４）。すなわち、今渡地点下流の新規

用水は、ダム補給水ではなく河川自流取水を前提に成り立っているのである。



 

 

また、既得慣行農業用水の馬飼地点頭首工での合口取水により、それまで河

川自流取水をしていた既得慣行農業水利権５４.１２m3/ｓは２５.６３m3/ｓ

に縮小整理され、今渡地点下流の新規都市用水は、これによって余剰となっ

たものを水源としたのである（甲１１２の１ｐ４）。岩屋ダムによって新規

に開発されたものというよりは、自流取水していた慣行農業用水の縮小によ

って余った部分を転用したものである。取水できる自流がなかったのではな

く、農業用水とは別の都市用水であるという水利使用目的の違いから、新規

水利権とされたにすぎない。 

 したがって、岩屋ダムの貯水量が減少し、木曽川総合用水に取水制限がか

かるときには、馬飼５０m3/ｓを一時的に切り下げて、河川自流からの取水を

可能にすることが、むしろ求められるのである。 

   c) 過去の事例 

 １９８６年には、馬飼地点の基準流量５０m3/ｓが４０m3/ｓに切り下げら

れた。１９９４年には、馬飼地点の基準流量５０m3/ｓが撤廃され、農業用水

から２５m3/ｓの提供があり、知多半島の水道の時間断水が解除された。 

  ﾊ) 都市用水利用のための基準流量の切り下げの必要性 

 渇水対策容量は、木曽川における河川維持流量を確保するためのものであっ

て、ダム依存都市用水が渇水時に使用するものではない。渇水対策容量による

緊急水は、基準流量である河川維持流量以上には補給されないので、結局、基

準流量を切り下げないと、都市用水は補給された水を利用することは不可能で

ある。そのためには、河川維持流量、場合によっては既存農業水利との調整が

必要なのである。 

 そうすると、わざわざ徳山ダムから緊急水を補給するまでもないことであり、

渇水時にすべきことは、豊富な自流を有する木曽川の既存農業水利との渇水調

整や河川維持流量の調整であり、それこそが優先されるべきである。 

３ 前提事実の検証２・利水安全度低下対策 

 1) 「利水安全度低下」論と「水需要増加による水源開発の必要性」論の矛盾 

 利水安全度低下対策は、１/３にあるという利水安全度を計画規模の１/１０に

向けて向上させる対策である。利水安全度低下対策は計画規模の１/１０を超えた

ときの対策ではなく、利水安全度を計画規模の１/１０にに近づけることであるか



 

 

ら、そのための利水容量を渇水対策容量とは別に確保なければならない。 

 徳山ダムでは、利水安全度低下対策のための利水容量が確保されたことはなく、

そのための容量は存在しないので、新規利水容量のなかに確保しなければならな

い。したがって、新規利水容量を増やさないで、利水安全度を向上させる利水安

全度低下対策を行うときには、新規水需要増加のないことが必要である。０４年

フルプランにおいて、新規利水容量について、開発水量をさらに下方修正し、そ

のうえ利水安全度低下対策を強調しなければならなかった経過の通りである。 

 「新規水需要の発生により既存の水資源開発施設では足りず徳山ダムが必要で

ある」という徳山ダムの必要性と、「利水安全度低下対策のため徳山ダムが必要

である」という徳山ダムの必要性とは、両立できず矛盾するのである。  

 水公団予測の通りに水需要が発生していれば、低下しているという利水安全度

を１/３から１/１０に向上させることは不可能である。  

 2) 検証結果 

 結局、利水安全度低下対策の必要性を展開することは、一方で行った新規水需

要予測が過大で誤っていることを自ら認めることである。 

４ 前提事実の検証３・その他 

 1) 計画のない取水・導水施設 

 徳山ダムの開発水を木曽川係りの都市用水が使用するためには、揖斐川から長

良川を越えて木曽川に導水・取水する施設が必要である。 

 本件事業認定処分時おいては、この取水・導水施設は計画もなかった。 

 2) 取水制限率緩和の効果 

 乙１１５ｐ２７渇水対策容量の効果に関する概略試算結果概念図（木曽川）に

おいて、長良川河口堰は需要のない余剰水を目的外に転用したものであり、また、

取水制限を２０％に緩和する効果の寄与の比は、長良川河口堰・味噌川ダムの効

果の方が圧倒的に大きい。徳山ダムよりも長良川河口堰の方が効果は大きく、こ

れは水余りを前提とするものである。 

５ なすべき検討と本件事業認定処分の検討過程 

 以上の本件事業認定処分の前提事実の検証から明らかなように、本件事業認定処

分においては、渇水対策として徳山ダムの必要性があるかについて以下の検討が必

要である。 



 

 

①木曽川水系で計画規模を超える渇水が頻発しているか。 

②木曽川水系における水利システムの下で、渇水対策・利水安全度低下対策として

徳山ダムしかないか。徳山ダムが最適な対策か。 

④利水安全度低下対策の必要性により新規利水の必要性が否定されている。 

 しかし、本件事業認定処分における検討過程をみると、以上の検討は全くなされ

ていない。 

第５ 洪水対策 

１ 本件事業認定処分の前提 

 本件事業認定処分は、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳山

ダム公益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）を判断の基礎として、以下

の前提に立っている。 

 ①河道の流過能力 

 洪水対策において基礎となり他の対策の前提となるのは河道による洪水処理で

ある。流域対応やダムなどの洪水調節施設は河道処理能力を上回った洪水が想定

されるときに、河道対策に加えて検討される対策である。 

 したがって、河道がどれだけの洪水流量を流しうるかという河道流過能力の設

定は洪水対策の出発点である。河道の流過能力の検討、すなわち洪水が河道を全

川的な河川縦断方向でどのような水位で流過するのかの検討はまず行わなければ

ならないことである。 

 揖斐川の河道の流過能力としては、「現況流過能力」のみを検討している（乙

１１５ｐ９～１２）。「現況流過能力」とは、現況河道（平成４年度測量結果）

において計画高水位以下の河積で流過させられる最大流量であるとし、河川縦断

的にどこかの地点で計画高水位となる流量であるとする。そして、現況流過能力

は万石地点の少し下流の３５㎞～４０㎞地点で３４００m3/ｓであり、万石地点

（注・４０.６㎞地点）で３４００m3/ｓを超える流量となるときは、計画高水位

を超える危険な状態となり、洪水を安全に流過させることができない状況となる

とする。 

 これを前提として、徳山ダム建設による治水効果などの揖斐川の洪水対策の検

討、判断を行っている。 

 ②洪水流量 



 

 

 河道の流過能力や洪水調節効果の判断において、工事実施基本計画の基本高水

のピーク流量である万石地点６,３００m3/ｓを洪水流量としている。 

 ③代替案の検討 

 揖斐川の治水対策の代替案として、［治水対策の方法の比較］（乙１１５ｐ１

４）により、徳山ダム建設案（現在の計画（ダム案））、徳山ダムを建設せずに、

河道の計画高水流量を増大させる案として、「引き堤案」、「堤防嵩上げ案」、

「河床掘削増大案」の３案を検討している（乙１１５ｐ１４［治水対策の方法の

比較］）。 

２ 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程１・河道の流過能力 

 1) 前提事実の検証と検証結果 

ｲ) 全体的検証 

 揖斐川は、河道改修計画に従って河道改修の途上であって、現況河道は改修

される。現況河道から計画河道に改修されることによって、河積が増大したり、

また、粗度が小さくなれば、河道の流過能力は増大する。 

 このような場合、洪水対策の検討としては、本件事業認定処分のように、現

況河道での流過能力、それも、河川縦断的にどこかの地点で計画高水位に達す

る流量だけを検討しても意味がなく不十分である。計画河道での流過能力、防

御対象洪水、例えば６３００m3/ｓが流過したときの河川縦断方向の水位を検討

することが、洪水対策の検討の第一歩である。 

 これにより、水位が高くなる区間が明らかになり、水位は河川の全区間で高

くなるのかあるいは部分的な区間で高くなるのかも明らかになり、水位が高く

なる原因、例えば、どの区間の河積が小さいのか、粗度が大きいのか等の検討

ができる。この検討によって、水位の高い区間に対して河道で対応する案（拡

幅、嵩上げ等による河積の拡大、高水敷幅の縮小等による粗度の低下）を代替

案として考えることができる。 

 まず、洪水に対する河道対応として以上のような検討をすべきである。 

ﾛ) 個別的検証 

 乙１１５ｐ９、１０では、現況河道（平成４年度測量）で計画高水位以下で

流し得る最大流量が示され、それは３,４００ｍ3/ｓとされている。但し、ｐ９

を見ると、計算水位が計画高水位になっているのは、３５～３８㎞付近だけで、



 

 

他の区間は、計画高水位を０.３～０.８ｍ程度下回っている。 

 乙１１５ｐ１１、１２では、計画対象洪水の昭和３４年型洪水（１９５９年

型洪水）について、河道は平成４年度のものを用いて、河道の流過能力がどれ

ほどあるかの検討結果が示されている。計画高水位を、ダムがないと２.２１ｍ、

既設の横山ダムのみだと１.７１ｍ、横山・徳山ダムだと０.３１ｍ上回る結果

であった。しかし、粗度係数ｎ、河道断面積Ａなど河道の状態については、乙

１１５には資料がない。被控訴人大臣は、計算の根拠や過程を全く見ずに本件

事業認定処分をしている。 

 2) 流過能力の前提条件の検証 

ｲ) １９７５年以後とその前、特に１９５９年～１９６１年とでは、水位－流量

関係に大きな違いがある。 

 過去の洪水における水位－流量関係（Ｈ－Ｑ関係）をみると、１９７５年以

後は、その前に比べて、同じ水位でも流量が小さい＝同じ流量でも水位が高い。

特に、１９５９年～１９６１年に比べて、１９７５年以降の違いが大きい。建

設省（当時）の資料（乙１７徳山ダム「主な洪水」の表、乙１１の３ｐ３９～

４１・第７回ダム審補足資料ｐ１９とｐ２０、２１）によれば、水位－流量の

関係は、１９６５年以前に比べて、１９７５年以後は、同じ水位でも流量が少

なくなる。Ｈ６.５ｍで、１９６０年（昭和３５年）Ｈ－Ｑ式ではＱ＝４,７３

８m3/ｓ、これに対し、１９７５年（昭和５０年）Ｈ－Ｑ式ではＱ＝３,４１０

m3/ｓ、１９７６年（昭和５１年）Ｈ－Ｑ式ではＱ＝３,５０７m3/である。１,

２００～１,３００m3/ｓも、同じ６.５ｍの水位でも、１９６０年が流量が多い。 

 工事実施基本計画で計画対象となっている洪水は、１９５９～１９６１年で、

１９７５年の前である。しかも、１９５９～１９６１年は水位に対して流量が

際だって高くなっている。したがって１９７５年以降の河道では、基本高水ピ

ーク流量６,３００m3/ｓが流れる水位は、１９７５年より前の河道（例えば、

１９６０年頃の河道）での水位よりも高くなる。約１ｍ高くなる。 

ﾛ) Ｈ－Ｑ関係を求めるのに用いた流量は精確か。流量測定はどの年も精確か。

古い時、１９６０年（昭和３５年）頃以前の流量測定が不精確ということはな

いのか。特に際だって水位に対して流量が大きくなる１９５９年～１９６１年

の流量は不精確なことはないのか。もし、これが不精確であれば、工事実施基



 

 

本計画で防御対象として検討した１９５９年～１９６１年の洪水の流量は過大

な流量であって、この流量を前提にした計算によって設定された基本高水流量

は過大な流量ということになる。嶋津輝之の考察（甲１１３、１１９、１２０）

はこの考えに立ったものである。 

 河川の流量は、流水の断面積Ａ、勾配ｉ、潤辺（流水が壁や底に接する長さ

で、径深≒水深ｈと粗度ｎで表現される）によって決まる。 

 １９５９年～１９６１年の古い時代の流量測定は精確であると信頼すれば、

河道の状態、つまり、粗度（流れにくさ）や河積に、１９７５年の前とそれ以

後とでは違いがあることになる。河積には大きな変化は認められていないので、

その原因は主として粗度の違いによるものとみられる。これまでに建設省（当

時）によって公表された粗度係数は、１９６５年以前の洪水でのもの、特に１

９５９年、１９６０年のものが小さく、これに対して、１９７５年（昭和５０

年）洪水での粗度係数ｎ、また、１９９２年度（平成４年度）測量河道での粗

度係数ｎが大きい（甲３０、第１準備書面ｐ１５０表３－２－２）。この粗度

係数ｎが精確とすると、同じ４,０００m3/ｓを超える流量でも、１９７５年の

前の洪水では水位が６ｍ程度であるのに対して、１９７５年以降の洪水では水

位が７ｍ以上になっている（甲４２ｐ２年最大の水位と流量関係図）のが、あ

る程度説明がつく。 

 現況河道が計画河道に比べて、河積が小さく、河床が高く、粗度も大きいと

きは、計画河道になれば、河道が流過させることができる流量は増加する。揖

斐川の現況河道は計画河道に比べて、河積が小さく、河床が高く、また粗度も

大きい。したがって、揖斐川が計画河道になれば、河道が流過させることがで

きる流量は増加し、河道の流過能力は増大する。したがって、揖斐川の洪水対

策の検討として、計画河道での流過能力の検討が必要である。 

 3) なすべき検討と本件事業認定処分における検討過程 

 河道流過能力の検討としては、計画河道での流過能力を、計画河道において防

御対象洪水が流過したときの河川縦断方向の水位を明らかにして検討しなければ

ならない。これにより、計画河道において、水位が高くなる区間が明らかになり、

水位は河川の全区間で高くなるのか、あるいは部分的な区間で高くなるのかも明

らかになる。 



 

 

 本件事業認定処分では、乙１１５の通り、揖斐川の河道の流過能力については

現況河道（１９９２年度測量結果）の流過能力のみが検討されているにすぎない。

そのうえ、本件事業認定処分は、その計算の根拠や過程を全く見ずに行われてお

り、その検討もなされていない。また、計画河道での流過能力、特に、計画河道

で防御対象洪水、例えば６３００m3/ｓが流過したときの河川縦断方向の水位につ

いての検討は全くなされていない。 

 以上のようでは、本件事業認定処分において、洪水対策の検討の中心をなす河

道流過能力の検討ををしたとはいえない。 

 本件事業認定処分においては、洪水対策の検討としてなすべきことがなされて

いない。 

３ 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程２・洪水流量 

 1) 前提事実の検証となすべき検討 

ｲ) 工事実施基本計画では、揖斐川の基本高水とそのピーク流量は以下のように

求められている。計画規模を年超過確率１/１００と定めて、計画降雨の期間を

２日間として、過去の２日間の雨量記録から年超過確率１/１００に対応する計

画降雨量を求める。その２日間計画降雨量と過去の代表洪水（昭和２８年９月、

昭和３４年８月、昭和３４年９月、昭和３５年８月、昭和４０年９月）での実

績２日間降雨量の比で、実績の地域ごとの時間降雨量を引き伸ばして各洪水型

とする（引伸ばし率は、第１準備書面表 3-2-1 過去の主な洪水の表の通り）。

これを流出解析して河川流量に転換して、各洪水型毎の洪水流量ハイドログラ

フとそのピーク流量を求める。そのなかから、最大のピーク流量６,３００m3/

ｓとなった昭和３４年９月型洪水を防御の対象とする基本高水として選択して

いる。 

ﾛ) 上記のように、計画の対象とする基本高水のピーク流量は、当該代表洪水時

の時間雨量に、２日間雨量についての当該代表洪水時雨量に対する計画降雨量

の比を乗じて、当該代表洪水時の雨量を引伸して得た雨量によって算出されて

いる。 

 ２日雨量は比較的少なくても、短時間の雨量が多いと洪水のピーク流量は多

くなる。その結果、２日雨量の比で時間雨量を引き伸すと、２日雨量が少なく

短時間の雨量が多い場合は、洪水のピーク流量は他の場合に比べてより多くな



 

 

りやすい。引き伸ばされた時間雨量が過大になって、過大な流量になるので注

意が必要である。２日雨量の過大な引き伸ばし率だけが問題なのではなく、引

き伸ばされた時間雨量や流量を大きくする数時間の雨量が過大になることも問

題なのである。 

 したがって、各洪水型毎の時間雨量の資料による検討が不可欠である。 

ﾊ) 上記のように、２日間計画降雨量を年超過確率１/１００から求め、その降雨

量と過去の幾つかの洪水での実績降雨量の比で分割小流域毎の実績時間雨量を

引伸ばして流出解析によって類型毎の洪水流量を求め、そのなかから最も大き

いものを選ぶと、その流量は計画規模１/１００の年超過確率を超えて、過大な

流量となる可能性が高い。 

 そのため、基本高水の決定は、各洪水類型の解析で得られたピーク流量を、

カバー率によって比較検討し、過大な基本高水のピーク流量が選択されないよ

うにしなければならない。河川砂防技術基準では、カバー率５０％以上とする

となっており、一級河川の指定区間ではカバー率５０～８０％となっていると

解説されている（乙３４の１ｐ１６）。過大な基本高水のピーク流量が選択さ

れないようになっている。 

 「カバー率」は、ある年超過確率の計画降雨量から求めた洪水ハイドログラ

フ群（したがってピーク流量群）において、あるピーク流量の当該ピーク流量

群における充足率のことである。カバー率５０％は中央値であって、平均値で

議論する確率論では理論的解であり、最も起こりやすい場合である。カバー率

５０％の流量が、理論的な当該年超過確率（例えば１/１００）の流量である。 

 揖斐川において検討対象とした各代表洪水型でのピーク流量のうち、１９５

９年（昭和３４年）９月型洪水の６,３００m3/ｓは最大値で、カバー率１００％

であり、５０％を大きく上回っている。理論的正解値であるカバー率５０％の

流量は、１９６０年（昭和３５年）８月型洪水の５,３００m3/ｓである。 

 したがって、検討に用いた洪水流量６,３００m3/ｓは、防御対象とすべき計

画規模を大きく上回るものである。防御対象とすべき計画規模に相当する洪水

流量５,３００m3/ｓでの検討が必要である。 

 2) 本件事業認定処分における検討過程 

 １９５９年（昭和３４年）９月洪水の分割小流域での時間雨量の資料は、本件



 

 

事業認定処分の過程において検討された資料（乙１１５）の中にはない。本件事

業認定処分においては、引き伸された時間雨量によって流量が過大でないかの検

討がなされていない。 

 検討に用いた洪水流量６,３００m3/ｓは、防御対象とすべき計画規模を大きく

上回る過大なものであり、防御対象とすべき計画規模に相当する洪水流量５,３０

０m3/ｓでの検討が必要であるが、これはなされていない。 

 本件事業認定処分においては、洪水対策の検討としてなすべきことがなされて

いない。 

４ 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程３・代替案の検討 

 1) 前提事実の検証 

ｲ) 第１準備書面表 3-2-1 過去の主な洪水の表、および、その基礎にした乙１１

の４ｐ７３（徳山ダム審技術部会資料ｐ２０）から明らかなように、徳山ダム

によるピーク低減量をみると、１９５９年９月型洪水で低減量１,６００m3/ｓ、

低減率０.２５だが、その他の洪水では低減量、低減率ともこの約半分以下で、

特に１９６０年８月型洪水では低減量３００m3/ｓ、低減率０.０６である。 

 揖斐川は本川の外に、大きな支川として根尾川がある。その他に、坂内川、

粕川、牧田・杭瀬川もある。流域面積では（流域番号は乙１１の４ｐ６５、６

６・ダム審技術部会資料ｐ１２、１３による）、徳山ダム集水域（流域番号１）

は２５４.５㎞ 2 で、万石地点より上流流域の０.２１である。横山ダム固有の

集水域の徳山下流、坂内川流域（流域番号２）が２１６.５㎞ 2 ある。横山ダム

集水域（流域番号１＋２）は４７１㎞ 2 で万石地点より上流流域の０.３９であ

る。これに対し、根尾川流域（流域番号５～８）は約４１６㎞ 2 で、万石地点

より上流の０.３５である。万石地点より上流の流域面積からみると、根尾川は

揖斐川本川の横山ダム上流に近い流域面積である。 

 徳山ダムは、万石地点より上流の揖斐川全集水域の２０％に降った雨の水し

か貯めることはできない。残りの約８０％の流域に降った雨による流量は削減

できない。根尾川型洪水の１９６０年８月型洪水（計算ピーク流量５,３００m3/

ｓ）で、徳山ダムの低減量が３００m3/ｓ、低減率が０.０６で、横山ダム調節

後の河道流量が４,４００m3/ｓなのはそのためである。 

 本件事業認定処分後の２００２年７月洪水は、根尾川型洪水に対して徳山ダ



 

 

ムの効果が乏しいことを改めて確認させた。 

ﾛ) 徳山ダム建設案では、１９５９年９月型洪水と１９６０年８月型洪水は、河

道流量は計画高水流量３,９００m3/ｓを超える。１９５９年９月型洪水（ピー

ク流量６,３００m3/s）のように徳山ダムで１,６００m3/ｓと多く流量低減する

ときでも、横山ダムでは５００m3/ｓしか流量低減できない。両ダムによる流量

削減は２,１００m3/s であり、河道流量は４,２００m3/s となって、計画高水流

量３,９００m3/ｓを超える。１９６０年８月型洪水(ピーク流量５,３００m3/s）

では、徳山ダムで３００m3/ｓしか流量削減できず、横山ダムでも６００m3/s

しか流量低減できないので、両ダムによる流量削減は９００m3/s であり、河道

流量は４,４００m3/s となる。河道流量は計画高水流量３,９００m3/ｓを超え

る。 

 これに対して、徳山ダム建設案以外の案は、徳山ダムがない案であるから、

第１準備書面表 3-2-1 に示したように、そこでの河道流量は防御対象洪水であ

る１９５９年９月型洪水でのピーク流量６,３００m3/s から横山ダムのみによ

るピーク低減量５００m3/s を差し引いた５,８００m3/s である。これが横山ダ

ムのみで洪水調節した場合の河道整備流量であり、徳山ダムの効果はこれから

さらに１,６００m3/ｓを低減することである（乙１１５ｐ１４注 2)参照）。こ

の５,８００m3/s を流過させるような河道流過能力を確保するために、河床浚

渫、堤防嵩上げ、引き堤を行うのである。 

 徳山ダム案以外の河道対応の案では、１９６０年８月型洪水の場合、河道流

量は、ピーク流量５,３００m3/s から横山ダムピーク低減量６００m3/s を差し

引いた４,７００m3/s である。これは、１９５９年９月型洪水のために確保し

た５,８００m3/s の河道流過能力に収まっているので、河道対応案では、１９

６０年８月型洪水にも対応できる。 

 徳山ダム建設案と他の河道対応の代替案を比較すると、河道は、防御対象と

して検討した洪水型による洪水を、河道対応案は安全に流過させることができ

るが、徳山ダム建設案は安全に流過させることができないのである。そうする

と、徳山ダム建設案は、防御対象とした検討した洪水を安全に流過させるには

失格であり、代替案のなかで最も安全性に欠ける案なのである。 

 2) なすべき検討と本件事業認定処分における検討過程 



 

 

 以上のように、本件事業認定処分において検討対象とした代替案のなかで、徳

山ダム建設案が最も危険な案である。また、徳山ダムは万石地点より上流の流域

面積のうち約２０％しか集水できないので、徳山ダムの洪水調節による揖斐川の

洪水防御効果は限られている。洪水防御効果の範囲を広げることができる河道の

流過能力を増大させる方法の検討が必要である。 

 そのためには、計画河道での流過能力を検討して、水位の高い区間に対して河

道で対応する案（拡幅、嵩上げ等による河積の拡大、高水敷幅の縮小等による粗

度の低下）を代替案として検討すべきである。 

 本件事業認定処分においては、代替案の安全性の比較検討をして、徳山ダム建

設案が安全な案であるかの検討をしておらず、また、計画河道での流過能力を検

討して、水位の高い区間に対しする河道対応の方法を検討してもいない。 

 本件事業認定処分においては、洪水対策の検討としてなすべきことがなされて

いない。 

５ 前提事実の検証と本件事業認定処分の検討過程４・余裕高 

 1) 前提 

 余裕高は、洪水時の風浪、うねり、跳水等による一時的な水位上昇に対し、洪

水を越流させず、また、洪水時の巡視や水防を実施する場合の安全の確保、流木

等流下物への対応等のために必要とされるもので（乙７９ｐ１０８）、これを計

画高水位に上乗せしたものが計画堤防高となる。 

 本件事業認定処分で前提としている揖斐川の余裕高は２.０ｍである。揖斐川の

堤防の天端（堤防高）は防御対象とする水位である計画高水位より２ｍ高いとこ

ろにある。 

 2) 前提の検証 

 乙１１５ｐ４や乙１５ｐ３の［木曽三川の河床縦断図］から明らかなように、

揖斐川は、５０㎞より下流、例えば万石地点付近より下流では河床勾配が緩やか

で、木曽三川のなかで最もおとなしい川である。 

 これまでの洪水経験からみると、２ｍの余裕高は、計画高水位となるような洪

水での風浪、うねり、跳水等による一時的な水位の上昇に対する安全性として、

かなり余分の高さである そうすると、堤防高を変えずに２ｍの余裕高を小さく

することが可能であり、そうすれば、計画高水位が高くなり、計画高水位以下の



 

 

河積が増大する。計画高水位以下の流過能力が増大するのである。 

 揖斐川の基本高水のピーク流量は６,３００m3/ｓであり、構造令２０条に基づ

く計画高水流量６,３００m3/ｓの規模に必要な余裕高は１.５ｍである（乙７９ｐ

１０８）。したがって、揖斐川の計画堤防高はそのままにして、余裕高を２.０ｍ

から、基本高水流量の６,３００m3/ｓに応じた構造令基準の１.５ｍにすると、そ

の高さが計画高水位である（計画堤防高は変わらないので、堤防の高さを低くす

るのではない）。これによって、計画高水位が０.５ｍ上昇するので、計画高水位

での流過能力は増大する。 

 余裕高１.５ｍ程度でも、計画高水位が防御対象としている洪水に対してもかな

り余分の高さである。また、揖斐川は、余裕高１.５ｍ程度でも、河床勾配が小さ

い４５㎞地点付近より下流では、洪水時に風浪、うねり、跳水等によって一時的

に水位が上昇しても十分に対応できる。余裕高１５ｍ程度で、十分すぎる高さで

ある。 

 3) なすべき検討と本件事業認定処分における検討過程 

 したがって、上記した計画河道での流過能力の検討のなかで、余裕高を１.５ｍ

にした案を代替案に加えて検討すべきである。 

 本件事業認定処分においては、代替案の検討のなかで、余裕高を１５ｍにした

案の検討はなされていない。 

 本件事業認定処分においては、洪水対策の検討としてなすべきことがなされて

いない。 

第６ 結論 

１ 上記した通り、『徳山ダム事業認定に関する参考資料』の「資料Ⅲ（徳山ダム公

益性に関する資料）」（乙１１５および乙１５）で徳山ダムの必要性に挙げられて

いる新規利水（新規水需要と地盤沈下対策）、渇水対策および揖斐川の洪水対策は、

いずれも徳山ダム公益性に関する資料で示されている前提事実等が実際に生じてい

る事実等と齟齬や乖離をしていたり不十分である。公刊されている統計資料その他

の行政等の資料によってはもちろん、提出された徳山ダム公益性に関する資料自体

からそのことが分かる。 

 徳山ダムの必要性に関して適正妥当な判断をするには、前提事実等が実際の事実

等と齟齬、乖離していたり不十分であることが提出された徳山ダム公益性に関する



 

 

資料自体から分かることもあり、上記で「なすべき検討」として述べたことの検討

が必要である。上記「なすべき検討」として述べたことの検討は、徳山ダムに係る

本件事業認定においては、事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの

であること（収用法２０条３号）の判断をして適法な事業認定処分をするために必

要な経なければならない過程である。 

 上記の「本件事業認定処分の検討過程」で述べたように、本件事業認定処分では

「なすべき検討」として述べたことは検討されていない。 

 したがって、本件事業認定処分は事業認定処分を適法に行うため必要なことがな

されていないのであり、このような事業認定処分は違法である。 

２ 第１準備書面第１章・第１（ｐ９）および第１章で述べたように、本件事業は収

用法３条３４号の２（水資源開発公団が設置する水資源開発公団法による水資源開

発施設）に該当するため、収用法２０条１号で事業適格性が認められるである。徳

山ダムは水公団が公団法に基づいて、新規利水目的のための水資源開発施設として

設置管理するダムであって（公団法１８条１項１号、２項）、これに附加して治水

用途の目的も併せ有するだけである。徳山ダムは新規利水が目的とされたからこそ、

水公団事業として水資源開発施設となったのである。徳山ダムは新規利水が目的に

ならなければ、公団法１８条１項１２号イ（水資源開発基本計画に基づく水資源開

発施設）が設置の根拠法となることはなく、水公団が事業主体となることもなかっ

たのである。本件事業において、新規利水目的は、ほかの３つの目的と質的に異な

るのであって、これを欠くことは徳山ダムを水公団が公団法に基づき設置する法的

根拠を失うことになるのである。 

 本件事業の収用法２０条１号による事業適格性を水公団の水公団法による水資源

開発施設の建設として認める以上、収用法２０条３号該当性の判断においては、他

の目的の前提として、まず、新規利水の目的が存在しうるか、新規利水の必要性が

あるかについて判断されなければならない。そこで、新規利水の目的が認められな

ければ、本件事業はその根拠を失い、他の目的について判断するまでもなく、収用

法２０条３号該当性が認められないことになる。 

  したがって、上記「なすべき検討」として述べたことの検討は、本件事業認定に

おいては、新規利水の必要性が最も重要な、かつ他の必要性の検討の前提となる過

程である。上記の「本件事業認定処分の検討過程」で述べたように、新規利水の必



 

 

要性の検討では「なすべき検討」として述べたことは検討されていない。 

 したがって、本件事業認定処分は事業認定処分を適法に行うため必要なことがな

されていないのであり、このような事業認定処分は違法である。 


